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政策等の評価に関する実施計画

平成14年４月１日から施行された秋田県政策等の評価に関する条例（平成14年秋田県条

例第11号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、令和元年度の「実施計画」を

次のとおり策定した。

この実施計画は、「基本方針」第１の４の規定に基づき、秋田県公安委員会と警察本部

長が共同で定めたものである。

なお、公安委員会は県警察を管理する機関であることから、警察本部長が実施する政策

等の評価を管理するほか、政策評価については共同で評価を実施するものとする。

第１ 政策等の評価の実施に関する考え方

１ 政策等の評価の位置づけ

(1) 政策等の評価の目的

政策等の評価を実施する目的は、「成果重視の効率的で質の高い警察行政の実現」

及び「県民に対する説明責任の徹底」であり、令和元年度は、この目的の達成に向

けて、客観的かつ厳格な評価を実施し、政策等の企画立案と業務の改善に有用な情

報を提供していくものとする。

(2) 警察運営への反映

治安情勢が厳しさを増す中で、効果的で効率的な警察運営を行う必要があり、政

策等の評価はそのためのツールの一つとして位置づけ、警察運営に反映させていく

ものとする。

２ 重点的に取り組む事項

令和元年度は、次のことを重点に取り組むものとする。

(1) 効率的で効果的な評価システムの評価を通じて得られる情報を、警察運営や予算

編成等に反映させるものとする。

(2) 県民への説明責任に配慮し、県民の視点に立ったニーズの把握と客観的な評価に

努めるものとする。

３ 留意すべき事項

(1) 評価作業の効率化

警察事象が複雑・多様化して業務が増大している中で、政策等の評価作業が職員

の業務負担とならないよう効率的な評価システムについて継続的に検討していくも

のとする。

(2) 資料の簡明化

政策等の評価は、県民に信頼される警察行政を推進する観点からも重要な取組で

あることから、警察行政に対する県民の理解を深め、実効性を高めるため、県民へ

の情報提供、県議会への報告等に当たっては、見やすく､分かりやすい簡明な資料

の作成に努めるものとする。

４ 公安委員会と警察本部長が行う政策等の評価の体系及び種類
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政 策 評 価 ○ 「秋田県警察運営の基本方針と重点目標」にある「重点目標」

施 策 評 価 ○ 政策評価を行う「重点目標」にある「実施項目」のうち、予算

事業を伴う事項

事 業 評 価 ○ 予算事業

第２ 政策評価の実施について

１ 政策評価の目的

政策評価は、政策の推進途上において、政策を構成する施策について、重点的に推

進する施策を明らかにするとともに、政策の推進状況や推進上の課題の抽出、今後の

推進方向など、政策の効果的な推進を図るための情報を提供することを目的として実

施する。

２ 政策評価の対象

「平成30年秋田県警察運営の基本方針と重点目標」にある「重点目標」のうち、次

の４項目を対象とする。

(1) 犯罪の起きにくい社会づくりの推進

(2) 交通死亡事故の抑止

(3) 少年非行防止・保護総合対策の推進

(4) 被害者支援の推進

３ 政策評価の実施主体

政策評価は、秋田県公安委員会と警察本部長が共同で実施するものとする。

４ 政策評価の観点

政策評価は、政策を構成し警察本部長が行う施策の評価結果、県民の意識、政策に

関連する治安情勢の変化等を踏まえた施策の優先性に観点を置き、施策の推進状況等

から別表１に定める基準により総合的に行うものとする。

５ 政策の効果の把握

政策の効果は、政策を構成する施策の評価結果及び県民意識等から把握するものと

する。

６ 政策評価の実施の時期

政策評価は、７月10日までに実施するものとする。

７ 評価調書

政策評価に用いる評価調書は、政策評価調書（様式１）とする。

８ 政策評価結果の反映と活用

政策評価の結果は、警察運営の重点目標等に策定に反映させるほか、その管理に活

用するものとする。
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第３ 施策評価の実施について

１ 施策評価の目的

施策評価は、施策の推進途上において、より効果的に施策を推進するための情報を

提供することを目的として実施する。

２ 施策評価の対象

政策評価を実施する「平成30年秋田県警察運営の基本方針と重点目標」の「重点目

標」にある「実施項目」のうち、予算措置をして行う事業（以下「予算事業」という。）

を伴う事項を対象とする。

３ 施策評価の実施主体

施策評価は、評価の対象となる施策を所管する部長（以下「施策所管部長」という。）

が実施する。ただし、警務部長は、評価の実施状況及び評価結果を確認し、必要に応

じ、施策所管部長と評価結果の修正について協議することができる。

４ 施策評価の観点

施策評価の観点は次のとおりとし、施策の推進状況等から別表２に定める基準によ

り総合的に行うものとする。

(1) 必要性

治安情勢や県民の要望等を踏まえた必要性

(2) 有効性

治安維持上の有効性

(3) 緊急性

治安情勢を踏まえた緊急性

５ 施策の効果の把握

施策の効果は、当該施策の貢献度や県民意識等から把握するものとする。

なお、施策目標等があるものについては、その達成度も効果把握の対象とする。

６ 施策評価の実施の時期

施策所管部長は、６月21日までに実施するものとする。

７ 評価調書

(1) 様式

施策評価に用いる評価調書は、施策評価調書（様式２）とする。

(2) 作成・提出

施策所管部長は施策評価調書を作成の上、警務部長に提出するものとする。

８ 施策評価結果の反映と活用

施策評価の結果について、施策所管部長は、警察運営上重点的に推進すべき事項等

に反映させるほか、その管理に活用するものとする。

第４ 事業評価の実施について

事業評価は、政策及び施策を推進するための予算事業について実施し、評価の対象、

評価の観点、効果の把握方法、実施の時期、評価調書の様式等及び政策等への反映・活

用については、事前評価、中間評価及び事後評価の評価別にそれぞれ定めるものとする。
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１ 事前評価について

事業評価に係る事前評価（以下「事前評価」という。）は、次により実施する。

(1) 事前評価の目的

事前評価は、事業の企画立案に当たり、当該事業の実施の可否を検討する上で有

用な情報を提供することを目的として実施する。

(2) 事前評価の対象

事前評価は、令和元年度の補正予算及び令和２年度の当初予算に新たに予算要求

しようとする事業で重点目標達成に重要な事業について実施する。

(3) 事前評価の実施主体

事前評価は、事業を所管する所属長（以下「事業所管所属長」という。）が実施

する。ただし、警務課長は、評価結果を確認し、必要に応じ、事業所管課長と事業

の改善等について協議することができる。この場合において、必要に応じて、警察

本部会計課長からヒアリングを行うものとする。

(4) 事前評価の観点

事前評価は、個々の事業ごとに、必要性、有効性、効率性の観点から、別表３に

定める基準により実施する。

(5) 事業の効果の把握

ア 効果の把握

事前評価においては、事業の妥当性について、当該事業により期待される効果

を予測し、客観的な視点から自ら点検して把握するものとする。

なお、効果の把握に当たっては、できる限り定量的な手法を採り入れるよう配

意するものとするが、指標や年ごとの目標値を設定することが困難なものについ

ては、定性的な手法を用いるものとする。この場合において、客観的な事実に依

拠した説明や県民の意識等の活用により、客観性の確保に配意するものとする。

イ 指標等の設定

指標又は目標値を設定するときは、成果指標を基本として設定するものとし、

その妥当性を判断するため、現状値として、各県の数値等を参考にすること。

ウ 効果の把握方法等の明示

効果を把握する時期及び方法、把握に用いるデータ等の出典等については、評

価調書に明らかにするものとする。

(6) 県民の意見を採り入れた評価の実施

事業の企画立案に当たり、警察署協議会における提言等のほか、各種会合等にお

いて、県民の意見・要望の把握に努め、評価に反映させるものとする。

(7) 事前評価の実施時期

事業所管所属長は、警務課長が別に定める期限まで事前評価を実施するものとす

る。

(8) 評価調書

ア 様式

事前評価に用いる評価調書は、新規事業事前評価調書（様式３。以下「事前評

価調書」という。）とする。
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イ 作成・提出

事業所管所属長は、事前評価を実施したとき、事前評価調書を作成の上、警務

課長に提出するものとする。

(9) 事前評価結果の政策等への反映と活用

事業所管所属長は、評価結果を事業の見直しや予算要求に反映させるほか、予算

要求時の資料として活用するものとする。

２ 中間評価について

事業評価に係る中間評価（以下「中間評価」という。）は、次により実施する。

(1) 中間評価の目的

中間評価は、継続事業について、当該事業の見直しや改善を図り、より効果的、

効率的に推進するために有用な情報を提供することを目的として実施する。

(2) 中間評価の対象

中間評価は、次に掲げる継続事業で、評価実施年度の当初予算及び補正予算に計

上されている事業を対象とする。

ア 政策予算に係る事業（ただし、県有施設等の維持事業、部内事業で直接県民を

対象としない事業を除く。）

イ 経常予算に係る事業のうち、県民の安全対策として継続している事業

(3) 中間評価の実施主体

中間評価は、事業所管所属長が実施する。ただし、警務課長は、評価を確認し、

必要に応じ事業所管所属長と事業の改善等について協議することができる。

(4) 中間評価の観点

中間評価に当たっては、個々の事業ごとに、必要性、有効性、効率性の観点から

別表４に定める基準により実施する。

(5) 事業の効果の把握

ア 把握の方法

前記１(5)ア に規定する事前評価と同様の方法により把握するものとする。

イ 把握方法等の明示

効果を把握する時期及び方法、把握に用いるデータ等の出典等については、評

価調書に明らかにするものとする。

(6) 県民の意見を採り入れた評価の実施

事業の推進途上においても、前記１(6)に規定する事前評価と同様の手段により

県民の意識やニーズ等の継続的な把握に努め、評価に反映させるものとする。

(7) 中間評価の実施の時期

事業所管所属長は、６月21日までに中間評価を実施するものとする。

(8) 評価調書

ア 様式

中間評価に用いる評価調書は、継続事業中間評価調書（様式４。以下「中間評

価調書」という。）とする。

イ 作成・提出

事業所管所属長は、中間評価を実施したとき中間評価調書を作成し、(7)に規



- 6 -

定する期限までに警務課長に提出するものとする。

(9) 中間評価結果の政策等への反映と活用

事業所管所属長は、評価結果を次年度の事業内容や事業量の見直し、あるいは予

算要求に当たっての事業の優先度等に反映させるほか、予算要求時の資料として活

用するものとする。

３ 事後評価について

事業評価に係る事後評価（以下「事後評価」という。）は、次により実施する。

(1) 事後評価の目的

事後評価は、事業終了後に、事業目的の達成状況を把握し、事業の継続又は類似

事業の企画立案の効果的かつ効率的な利活用に有用な情報を提供することを目的と

して実施する。

(2) 事後評価の対象

事後評価は、次の各号に該当する事業を対象に実施するものとする。

ア 大規模事業

１か所当たりの事業費が10億円以上の大規模な施設整備事業で、当該事業が終

了した日から２年又は６年を経過した日の属する年度が令和元年度であるもの。

ただし、事前評価対象外の事業を除く。

イ ソフト事業

事業費が1,000万円以上の事業で、平成30年度に終了した事業。ただし、事前

評価対象外の事業を除く。

(3) 事後評価の実施主体

事後評価は、事業所管所属長が実施する。

(4) 事後評価の観点

事後評価は、個々の事業ごとに、有効性の観点から別表５に定める基準により実

施する。

(5) 事業効果の把握

ア 効果の把握方法

前記２(5)ア に規定する中間評価と同様の方法により把握するものとする。

イ 効果の把握時期

事後評価は、事業終了後に、事業の目的とする効果を把握して行うものとする。

(6) 県民の意見を採り入れた評価の実施

事業の終了後においても、前記２(6)に規定する中間評価と同様の方法により県

民の意見等の把握に努め、有効性の観点からの評価に反映させるものとする。

(7) 事後評価の実施時期

事業所管所属長は、６月21日までに事後評価を実施するものとする。

(8) 評価調書

ア 様式

事後評価に用いる調書は、終了事業事後評価調書（様式５。以下「事後評価調

書」という。）とする。

イ 提出先と提出の時期
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事業所管所属長は、事後評価を実施したとき、事後評価調書を作成し、速やか

に警務課長に提出するものとする。

(9) 事後評価結果の政策等への反映と活用

事業所管所属長は、評価結果を将来の類似事業の企画立案に反映させるほか、当

該事業により整備された施設等の運営、管理等に活用するものとする。

第５ 政策等の評価の結果等の公表について

１ 評価調書の公表

(1) 公表の事務

政策評価、施策評価、事業評価の評価結果について公表する事務は、警務課長が

所掌するものとする。

(2) 公表の方法

公表は、評価の種別ごとに、評価の対象や件数、実施時期、評価結果の概要等を

取りまとめた要旨を作成し、評価調書と併せて、警察本部情報公開センターにおい

て閲覧できるものとするほか、秋田県警察ホームページに掲載することにより行う

ものとする。

(3) 公表の時期

公表は、評価の種別ごとに、次の時期に公表するものとする。

ア 事業評価（中間評価） ９月中

イ 施策評価 ９月中

ウ 政策評価 ９月中

エ 事業評価（事後評価） ９月中

オ 当初予算に係る事業評価（事前評価） ３月末日

カ 補正予算に係る事業評価（事前評価） 予算案の議会議決後速やかに公表

２ 政策等の評価の実施状況及び政策等の評価結果の政策への反映状況に関する報告書

の公表

警務課長は、条例第８条に基づく公表に関して、その事務を取り扱う県総合政策課

長と連携及び調整を図り、遅滞なくその事務を取り扱うものとする。

３ 県民意見への対応

公表した事項に関する県民の意見・要望等については、当該政策等を所管する所属

長が適切に対応し、併せて警察運営への反映、評価制度の改善等に活用するものとす

る。

なお、政策等の評価に関して県民から意見・要望があった場合、所管する所属長は

対応状況を速やかに警務部長に報告しなければならない。

第６ 秋田県政策評価委員会への諮問に関する事項

秋田県政策評価委員会に諮問する場合の諮問事項は、政策等の評価結果又は評価制

度とする。

第７ その他政策等の評価の実施に関する基本的な事項
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１ 政策等への反映の実効性を高める仕組みの整備（基本方針第８の１）

政策等の評価結果を政策等に反映させ、その実効性を高めるため、評価調書に評価

結果の政策等への反映状況を明らかにするものとする。

２ 県議会への報告（基本方針第11の５）

県議会に提出する政策等の評価の実施状況及び政策等の評価の結果の政策等への反

映状況に関する報告書の作成等については、次により行う。

(1) 報告書の作成及び提出

政策等の評価を実施した各所属長は、実施状況を警務課長に通知し、警務課長は、

これを取りまとめて報告書を作成し、県総合政策課長に提出するものとする。

(2) 報告書の様式

報告書の様式は、政策等の評価の実施状況及び評価結果の政策等への反映状況に

関する報告書（様式６から様式10まで）のとおりとする。



別表１ 政策評価の総合評価基準

【各観点の評価結果等を踏まえた総合評価の基準】

判 定 区 分 判 定 基 準

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標を８割以上

達成 政策評価は、政策を構成する施策の評価を踏まえ、総合的な観点か

Ｃ：目標達成が６割 ら評価を行い、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階に判定する。

以上８割未満

Ｄ：目標達成が６割

未満



別表２ 施策評価の総合評価の基準

【各観点の評価結果を踏まえた総合評価の基準】

観 点

総合評価 総 合 評 価 の 内 容

必要性 有効性 緊急性

○ 必要性が極めて高い
Ａ ○ 治安維持上の有効性が極めて高い

○ 緊急性が極めて高い
上記の基準を満たしている。

Ａ
○ 必要性が極めて高い

Ａ Ｂ ○ 治安維持上の有効性が極めて高い
○ 緊急性が認められる
上記の基準を満たしている。

緊急性は低いが、
Ｃ Ｂ ○ 必要性が極めて高い

○ 治安維持上の有効性が極めて高い
上記の基準を満たしている。

○ 必要性が極めて高い
Ａ Ａ ○ 治安維持上の有効性が認められる

○ 緊急性が極めて高い
上記の基準を満たしている。

○ 必要性が極めて高い
Ａ Ｂ Ｂ ○ 治安維持上の有効性が認められる

○ 緊急性が認められる
上記の基準を満たしている。

緊急性は低いが、
Ｃ Ｂ ○ 必要性が極めて高い

○ 治安維持上の有効性が認められる
上記の基準を満たしている。

治安維持上の有効性は低いが、
Ａ ○ 必要性が極めて高い

○ 緊急性が極めて高い
上記の基準を満たしている。

必要性が極めて高く、緊急性も認められるが、治安維持上の有効性
Ｃ Ｂ は低い。

Ｃ
必要性は極めて高いが、治安維持上の有効性や緊急性が低い。

Ｃ

○ 必要性が認められる
Ｂ ○ 治安維持上の有効性が極めて高い

○ 緊急性が認められる
上記の基準を満たしている。

Ａ
緊急性は低いが、

Ｃ ○ 必要性が認められる
○ 治安維持上の有効性は極めて高い
上記の基準を満たしている。

Ｂ
○ 必要性が認められる

Ｂ ○ 治安維持上の有効性が認められる
○ 緊急性が認められる
上記の基準を満たしている。

Ｂ Ｂ
治安維持上の緊急性は低いが、

Ｃ ○ 必要性が認められる
○ 治安維持上の有効性が認められる
上記の基準を満たしている。

必要性や治安維持上の有効性が認められるが、治安維持上の有効性
Ｂ が低い。、

Ｃ Ｃ
必要性は認められるが、治安維持上の有効性や緊急性は低い。

Ｃ

治安維持上の有効性が極めて高いが、必要性や緊急性は低い。
Ａ Ｃ

治安維持上の有効性は認められるが、必要性や緊急性は低い。
Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ

必要性、治安維持上の有効性が低く、緊急性も認められない。
Ｃ Ｃ



別表３ 事業評価（事前評価）の基準

【各評価項目の判定基準】

観 点 評価項目 判定基準 配 評価結果

点

１ 必要性 (1) 現状の課題 ａ 事業の目的が現状の課題を適切 ２ Ａ：必要性が高い

に 照らした妥 に反映している。 （５点）

当性 ｂ 事業の目的が現状の課題をある １ Ｂ：必要性はある

程度反映している。 （２～４点）

ｃ 事業の目的が現状の課題に合致 ０ Ｃ：必要性が低い

していない。 （上記以外）

(2) 住民ニーズ ａ 住民のニーズを的確に把握し、 ２

に 照らした妥 ニーズに合致した事業内容である。

当性 ｂ ａ、ｃ以外 １

ｃ 住民のニーズを把握していない ０

ことに相当の理由がない。

(3) 緊急性に照ら ａ ある １

した妥当性 ｂ なし ０

２ 有効性 (1) 手段の妥当 ａ 手段が適切で、効果が期待でき ２ Ａ：有効性が高い

性 る。 （４点）

ｂ 手段に改善の余地がある。 １ Ｂ：有効性がある

ｃ 手段が不適切で、効果が期待で ０ （２～３点）

きない。 Ｃ：有効性は低い

(2) 成果指標・ ａ 指標・目標値とも妥当である。 ２ （上記以外）

目 標値がある

場合 その妥当 指標・目標値のいずれかが妥当 ※ ただし、指標

性 ｂ でない、又は指標等が設定されて １ 等が設定されて

いないことに相当の理由がある。 いない場合は、

ｃ 指標・目標値ともに妥当でなく ０ (1) 手段の妥当

相当の理由もない。 性のほか、期待

※ 設定した指標等の判断 される具体的な

以下の全てを満たす場合を妥当とする｡ 効果から判定す

・事業目的が具体的に表現されている。 る。

・わかりやすい。

・安易な業績指標になっていない。

※ 指標の目標値の判断

努力すれば達成可能で、ある程度困難な

目標値となっている場合を妥当とする。

３ 効率性 経済性の妥当性 ａ 代替案を検討のうえ、最も効率 ２ Ａ：効率性は高い

的な事業が選択されている。 （２点）

ｂ 代替案の検討はしているが、他 １ Ｂ：効率性はある

の事業について検討の余地がある。 （１点）

ｃ 代替案が検討されていない。 ０ Ｃ：効率性は低い

（０点）

総合評価（事業の妥当性）の基準

総合評価の区分 総 合 評 価 の 基 準

Ａ （妥当性が高い） 全ての観点の評価結果がＡ

Ｂ （概ね妥当である） 総合評価の基準がＡ、Ｃ以外の場合

Ｃ （妥当性が低い） いずれかの観点の評価結果がＣ



別表４ 事業評価（中間評価）の基準

【各評価項目の判定基準】

観 点 評価項目 判定基準 配 評価結果

点

１ 必要性 (1) 現状の課題 ａ 事業の目的が現状の課題を適切 ２ Ａ：必要性が高い

に 照らした妥 に反映している （４点）

当性 ｂ 事業の目的が現状の課題をある １ Ｂ：必要性はある

程度反映している （２～３点）

ｃ 事業の目的が現状の課題に合致 ０ Ｃ：必要性が低い

していない （上記以外）

(2) 住民ニーズ ａ 住民のニーズを的確に把握し、 ２

に 照らした妥 ニーズに合致した事業内容である

当性 住民のニーズの把握対象や方法

ｂ 等に改善の余地がある、又は事業 １

内容がニーズに一部合致していな

い

ｃ 住民のニーズを把握していない ０

２ 有効性 事業目的の達 ａ 目的が確実に達成されている ２ Ａ：有効性は高い

成状況 （２点）

ｂ 目的がある程度達成されている １ Ｂ：有効性はある

（１点）

ｃ 目的が達成されていない ０ Ｃ：有効性は低い

（０点）

３ 効率性 経済性の妥当性 ａ 費用対効果が高い ２ Ａ：効率性は高い

（２点）

ｂ 費用対効果が相応 １ Ｂ：効率性はある

（１点）

ｃ 費用対効果が低い ０ Ｃ：効率性は低い

総合評価（事業の妥当性）の基準

総合評価の区分 総 合 評 価 の 基 準

Ａ（妥当性が高い） 全ての観点の評価結果がＡ

Ｂ（概ね妥当である） 総合評価の基準がＡ、Ｃ以外の場合

Ｃ（妥当性が低い） いずれかの観点の評価結果がＣ



別表５ 事業評価（事後評価）の基準

【各評価項目の判定基準】

観 点 評価項目 判定基準 配 評価結果

点

有効性 (1) 住民満足度 ａ 住民満足度を的確に把握しており、 ２ Ａ：有効性は高い

満足度も高い （４点）

ｂ 住民満足度を把握しているが、手 １ Ｂ：有効性はある

法が的確でない又は満足度が高く （２～３点）

ない Ｃ：有効性は低い

ｃ 住民満足度を把握していない ０ （０～１点）

(2) 事業目的の ａ 目的が確実に達成されている ２

達 成状況

ｂ 目的がある程度達成されている １

ｃ 目的が達成されていない ０

総合評価（事業の妥当性）の基準

総合評価の区分 総 合 評 価 の 基 準

Ａ（妥当性が高い） 有効性の観点の評価結果がＡ

Ｂ（概ね妥当である） 〃 Ｂ

Ｃ（妥当性が低い） 〃 Ｃ


